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母子保健（母子保健法より）
・母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため
母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、
医療その他の措置を講じる

母子保健と子育て世代の包括的支援

子育て世代包括支援センターの設置運営について(通知) (平成29年3月31日)
地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する
体制を構築する。

妊婦面接、乳幼児健診等を通じ、疾病等などの保健（健康）的な課題のみならず、
福祉等の支援に生かす

妊娠・出産される方、
乳幼児の全てを対象

「子育て世代包括支援センター」の位置づけ
(母子保健法上の名称は「母子健康包括支援センター」)



運営担当

地域保健活動担当

ほか、健康増進（がん検診、特定健診）
感染症対策
生活衛生
精神保健福祉 など

生活支援担当
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支援体制について
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妊婦面接（母子手帳等の交付）

・母子手帳、妊婦健診受診手帳、予防接種手帳、「パパと子手帳」等の交付
・地区担当保健師について
・サービスの紹介
・乳幼児健診について
・母子訪問・乳児全戸訪問について
・アンケートについて
・マタニティセミナー等の紹介
・区内子育て相談窓口の紹介

・子育ていろいろ便利帳の紹介 など

サービスの紹介をするとともに、妊娠の状況や不安なこと等の聞
き取りを行う。





3か月児健診

1歳6か月児健診（法定）

3歳児健診（法定）

乳幼児健診

身体の発育、栄養状態、疾病、精神・運動機能の発達など

乳幼児の身体発育や精神発達の面で重要な時期に、総合的な健康診査を行う。
保健師、心理相談員、栄養士、事務職員、検査員（市）ほか、地域等の医師、歯科医師、
看護師、歯科衛生士により発達段階に応じ、保健福祉センターで実施

身体の発育、栄養状態、身体の疾病、歯の疾病、行動発達、言語発達、予防接種の実施
状況など

身体の発育、栄養状態、身体の疾病、歯の疾病、行動発達、言語発達、予防接種の実施
状況など

※ほか、医療機関で乳児後期健康診査（後期健診）
委託医療機関で生後9～11か月の乳児の健診を公費負担により実施。


